
食
品
衛
生
法
施
行
令
に
基
づ
く
食
品
衛
生
検
査
施
設
の
設
備
及
び
職
員
の
配
置
の
基
準
を
定
め
る
条
例

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
三
日 

広
島
県
知
事 

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 

広
島
県
条
例
第
四
号 

 
 
 

食
品
衛
生
法
施
行
令
に
基
づ
く
食
品
衛
生
検
査
施
設
の
設
備
及
び
職
員
の
配
置
の
基
準
を 

 
 
 

定
め
る
条
例 

（
趣
旨
）

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
食
品
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
二
十
九
号
）
第
八
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
衛
生
検
査
施
設
の
設
備
及
び
職
員
の
配
置
の
基
準
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
設
備
）

第
二
条 

食
品
衛
生
検
査
施
設
（
食
品
衛
生
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
三
号
）
第
二
十
九
条

第
一
項
の
検
査
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
は
、
理
化
学
検
査
室
、
微
生
物
検
査
室
、
動
物
飼
育

室
及
び
事
務
室
を
設
け
、
検
査
又
は
試
験
の
た
め
に
必
要
な
機
械
及
び
器
具
で
あ
っ
て
規
則
で
定
め
る

も
の
を
備
え
る
も
の
と
す
る
。

（
職
員
の
配
置
）

第
三
条 

食
品
衛
生
検
査
施
設
に
は
、
検
査
又
は
試
験
の
た
め
に
必
要
な
職
員
を
置
く
も
の
と
す
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


